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第１章 はじめに 
  

本章では、本計画策定の背景・目的や、計画の位置づけ、対象区域、目標年次等について整

理します。 

 

１．計画策定の背景と目的 

 

近年、全国的な人口減少及び少子高齢化の到来を背景として、安全で快適な生活環境の実現、

財政面等における持続可能な都市経営等を可能とするため、都市全体の構造の見直しが求めら

れています。 

本市においても、高齢化が急速に上昇する見込みとなっていると同時に、人口の逓減が続いて

おり、それに伴う住宅団地内の空き家が増えるなど、都市の低密度化が進行しています。 

これらの課題に対する取組として、これまで本市では、2011（平成 23）年 3 月に本市の目指すべ

き都市の姿を定めた取手市都市計画マスタープランを策定し、各種施策に取り組んできました。 

こうしたなか、国においては、2014（平成 26）年 8 月に都市再生特別措置法等の一部を改正す

る法律が施行され、医療・福祉・商業などの都市機能や居住の誘導、公共交通網の形成等によっ

て、コンパクトシティ・プラス・ネットワーク型の都市づくりを目指す「立地適正化計画」を作成できる

こととなりました。 

そのため、本市においても、人口減少・少子高齢化の進展のなかでも持続可能なまちづくりをさ

らに推進するため、立地適正化計画を策定することとしました。 

 

 

 

 

 

  

＜参考：⽴地適正化計画とは＞ 
立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業

等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。 

出典：立地適正化計画制度（国土交通省）、立地適正化計画の作成に係るＱ＆Ａ（国土交通省）
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２．計画の位置づけ  

 

（１）上位・関連計画との関係性 

立地適正化計画は、「第六次取手市総合計画」や茨城県が都市計画区域ごとに定める広域的

な都市計画の指針である「取手都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を上位計

画とし、取手市都市計画マスタープランとの調和を保ちます。また、居住並びに商業、医療、福祉

及び公共交通等の都市機能に関連する事項について、分野別の関連計画と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆上位・関連計画との関係性 

上位計画 
茨城県 

取⼿都市計画 都市計画区域の 
整備、開発及び保全の⽅針 

市町村の都市計画に関する基本的な⽅針 
（取⼿市都市計画マスタープラン）

〔都市計画法第 18 条の 2 第 1 項〕 

取⼿市 
第六次取⼿市総合計画 

【基本構想】 
【とりで未来創造プラン 2016】 等 

即する

取⼿市⽴地適正化計画 
〔都市再⽣特別措置法第 81 条第 1 項〕

具体化 

連携・調和 即する

関連計画（連携分野） 
公共施設再編 都市再⽣・中⼼市街地活性化 地域公共交通 

健康
みどり・環境 

⼦育て 医療・福祉
産業 教育・⽂化

防災 住宅 
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（２）立地適正化計画で定める事項と各区域等の関係性 

立地適正化計画は、計画の対象区域、立地の適正化に関する基本的な方針、居住誘導区域、

都市機能誘導区域、誘導施設等を定めます。また、コンパクトなまちづくりと連携した公共交通の

ネットワークを形成します。各区域等の関係性は、以下の図面のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化計画区域 
⇒都市計画区域全体となり、本市の場合、市域全域となります。 

市街化区域 

居住誘導区域 
⇒人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度

を維持し、生活サービスや公共施設等が持続的に確保さ
れるよう、居住を誘導すべき区域を設定します。 

⇒市街化区域の中に定めます。 

都市機能誘導区域 
⇒福祉・医療・商業等の都市機能を都市の拠

点に誘導して集積することで、各種サービス
の効率的な提供を図る区域を設定します。

⇒原則、居住誘導区域の中に定めます。 

誘導施設 
⇒都市機能誘導区域ごとに、地域の

人口特性等に応じて必要な都市機
能を検討し、立地を誘導すべき施
設を設定します。 

 居住調整地域 （※任意事項） 
⇒住宅地化を抑制するために居住誘導区域外の市街化区域内に定めることができる地

域地区です。 

跡地等管理区域 （※任意事項） 
⇒居住誘導区域外において空き地が増加しつつある既存集落や住宅団地等にて空き地

の雑草の繁茂等を防止し、良好な生活環境等を維持するため、跡地等の適正な管理
を行う区域です。 
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３．計画の対象区域 

 

本計画の対象区域は、本市全域（都市計画区域全域）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の目標年次 

 

立地適正化計画については、概ね 20 年後の都市の姿を展望したうえで策定します。 

そのため、本計画の計画期間は、2019（令和元）年度から 2038（令和 20）年度までとします。 

また、概ね 5 年ごとに評価・検証を行うことを基本として、今後の総合計画や都市計画マスター

プランの改定等と整合させながら、必要に応じて、見直し・変更を行うものとなります。 

 

 

 

 

 

  

【計画期間】 

２０１９（令和元）年度 ～ ２０３８（令和２０）年度 

計画の対象区域 
（＝本市全域：6994ha） 
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